
船舶インシデント調査報告書 

令和５年１０月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年６月３０日 １４時２５分ごろ 

発生場所 三重県紀宝
き ほ う

町鵜殿
う ど の

港東方沖 

鵜殿港東防波堤北灯台から真方位０９５°４.５海里付近 

 （概位 北緯３３°４３.８′ 東経１３６°０６.８′） 

インシデントの概要 

 

 プレジャーヨット汐音
し お ん

は、南進中、主機の運転ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年７月２７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット 汐音、５トン未満（長さ８.６０ｍ） 

 ２３５ー２１２４５愛知、個人所有 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１７.７kＷ、回転数毎

分３,４００、３気筒、ボア７５㎜、使用燃料軽油、昭和６３年９

月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、回航の目的で大韓民国慶
キョン

尚
サン

南道
ナ ム ド

統営
トンヨン

市に向け、船長が操舵室で自動操舵とし、約５ノットの対地速力

で南進中、操縦パネルから警報が発し、主機が停止した。 

船長は、主機の再始動を試みたが始動せず、運航不能と判断して

１１８番通報し、本船は、来援した巡視艇によりえい
．．

航されて鵜殿

港に到着した。 

機関修理業者は、主機を点検した結果、クランク室に潤滑油がほと

んどなく、デコンプレバーを上げてシリンダ内を無圧縮にしてクラン

ク軸をフライホイールで回転させたが、滑らかに回転しなかったので

オイル上がり＊1を生じて焼き付いたと判断したが、焼き付いた箇所は

確認できず、主機を換装した。 

本船は、発航前、主機に潤滑油が規定量あることを船長が確認して

いたが、航行中、排ガスから白煙を発した。 

船長は、船齢が約３３年の本船を本インシデントの１か月前に中古

で購入し、主機の潤滑油を交換したが、修理業者による主機の開放点

                             
＊1  「オイル上がり」とは、ピストンリング等の摩耗で潤滑油がピストンとシリンダとの間からすり抜けてシリンダ

内に入り燃焼する現象をいう。 



検を行っていなかった。 

分析 本船は、中古で購入後に主機の開放点検が行われていない中、南進

中、主機のクランクケースの潤滑油が欠乏した状態で運転を続けたこ

とから、焼き付きを生じ、主機の運転ができなくなり運航不能となっ

たものと考えられる。 

主機は、クランクケースの潤滑油が欠乏していたことから、オイル

上がりが生じたものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、中古で購入後に主機の開放点検が行わ

れていない中、南進中、主機のクランクケースの潤滑油が欠乏した状

態で運転を続けたため、焼き付きを生じ、主機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、排ガスから白煙を生じた際、定期的に潤滑油量を計測

し、消費量が多い場合、直ちに機関修理業者に依頼して点検、修

理を行うこと。 

・船舶所有者は、中古船を購入した際、主機の開放点検を行うこと

が望ましい。 

 


